
平成21年4月1日改定

 ※の加算は、週２回以上。　加算1は１回４０分以上が、加算2は1回20分以上が対象となります。

加加加加 算算算算 のののの 種種種種 類類類類 料  金料  金料  金料  金 加加加加 算算算算 条条条条 件件件件 等等等等

　■基本料金・加算料金　　＜１回あたり＞

基基基基 本本本本 額額額額 ３０５円３０５円３０５円３０５円

条条条条 件件件件 １回＝２０分間のリハビリ

 短期集中リハビリテーション実施加算１※ ３４０円  1日につき（退所日又は認定日から1月以内）

 短期集中リハビリテーション実施加算２※ ２００円  1日につき（退所日又は認定日から1月超え3月以内）

 サービス提供強化加算 ６円
 1日につき（直接提供するＰＴ等のうち勤続3年以上の者がいること）

　■基本料金・加算料金　　＜１回あたり＞

基基基基 本本本本 額額額額 ３０５円３０５円３０５円３０５円

条条条条 件件件件 １回＝２０分間のリハビリ

介護予防サービス

介護サービス

 ※の加算は、週２回以上。　１月以内は１回４０分以上が、１月以上３月以内は1回20分以上が対象となります。

 短期集中リハビリテーション実施加算※

２００円  1日につき（退所日又は認定日から1月以内）

２００円  1日につき（退所日又は認定日から1月超え3月以内）

加加加加 算算算算 のののの 種種種種 類類類類 料  金料  金料  金料  金 加加加加 算算算算 条条条条 件件件件 等等等等

 サービス提供強化加算 ６円
 1日につき（直接提供するＰＴ等のうち勤続3年以上の者がいること）

介護老人保健施設

桜の園（さくらのその）

訪問訪問訪問訪問リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション

〒010-0057

秋田県秋田市下北手梨平字登館8番地


